2010年度No.【最新情報コーナー】12月1日～12月31日

＊厚生労働省

・平成21年社会福祉施設等調査結果の概況（12月16日）

全国の社会福祉施設等の数、在所者、従事者の状況等を把握し、社会福祉行政推進のための基礎資料を得ることを目的とした調査。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/09/index.html
＊文部科学省

・平成21年度　教育職員に係る懲戒処分等の状況について（12月22日）

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1300256.htm
・平成21年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の確定値及び訂正値の公表について（12月22日）
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/12/1300746.htm
＊総務省
・児童虐待の防止等に関する意識等調査結果（12月7日）
本意識等調査の対象は、児童虐待の防止等に従事する実務担当者とし、具体的には、①
児童相談所児童福祉司（以下「児童福祉司」という。）、②市区町村児童虐待相談対応担当者（以下「市区町村担当者」という。）、③小・中学校担当者、④保育所（園）担当者及び⑤児童福祉施設担当者。児童虐待の防止等について、国が、一度に複数の機関等を対象として、全国的規模で、現場実務者の生の声を把握する意識等調査を行なうのは初めて。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/38031.html
＊愛育ネット　解説コーナー

・2010年11月　子どもの性的虐待（岡本正子/大阪教育大学教育学部教授）
１．現状と定義を巡って
　性的虐待は子どもの心身の発育や発達に重篤な影響を与えうる問題であり、また最近の研究では、脳の発達への影響や成人後の健康問題・精神的問題への影響も指摘されています。
　子ども虐待の相談件数は増加し続けており、その中の性的虐待の件数も増加していますが、毎年の総件数に占める性的虐待の割合は3～4％を推移しています。平成20年度に全国の児童相談所が扱った相談総件数は42,664件でしたが、性的虐待の件数は1,324件でした。しかしこの件数は氷山の一角で、実態は発覚する虐待件数より遥かに多数の虐待が潜在していると考えられています。
　日本における子どもの性的虐待への取り組みは、先進的な医療機関やNPO、そして司法領域を中心とした調査研究や被害者治療・被害者支援に始まり、一部の先進的な児童相談所や児童福祉施設における取り組みなどが行われてきました。現在は、児童相談所・児童福祉施設・学校現場における発見・対応・ケア・予防に関する全国レベルでの調査研究や、司法における調査面接に関する研究や研修、性被害を受けた子どもへの治療など、多くの活動がスタートしています。
　それらの調査研究を通して様々な課題が指摘されていますが、ここでは主として児童福祉や教育分野で指摘され取り組まれ始めたことについて述べていきます。
　まず、発見・対応・ケアを巡る主な課題と取り組みについて述べます。
　児童相談所においては大きな課題として、性的虐待事例へ対応する際の、子どもからの被害確認のための面接に関する概念の整理やその面接技法の導入の必要性が指摘され、研修や取り組みが始められました。また警察や司法との連携に関する課題や子どもと家族への支援における課題なども明らかになり、これらも徐々に取り組みが始まったところです。
　また児童養護施設等へ入所している子どもの調査からは、他の理由で施設に入所した後に性的虐待が発覚する子どもが一定数みられ、児童相談所との連携のもとにこれらの問題へ取り組むことの必要性や、施設に入所中の性被害をうけた子どもへのケアには、入所しているすべての子どもの性の健康発達支援という視点やハード面の整備も必要なことも改めて指摘されました。さらに学校現場への調査からは、学校は性的虐待の発見の場として重要だが依然として発見が難しい状況にあることや、対応上の課題（誰がどのように話を聴くか、学内外の連携のあり方など）が明らかになり、研修計画を立案する際の観点も指摘されました。それらの結果を受けて、ガイドライン等の作成が行われています。
　次に調査から指摘される、性的虐待の定義を巡る課題と観点について述べます。
　「児童虐待の防止等に関する法律」の定義に基づいて性的虐待を捉えた場合、保護者以外の家族や同居人・親族が加害者の場合は、保護者が性的虐待を止められなかったという意味でネグレクトとして報告されることになります。ネグレクトとして報告することは、子ども虐待の総件数の中の性的虐待の件数が少ないこととも関連すると考えられますが、このことは単に件数の問題のみではない重要な課題を含んでいます。すなわち、家庭内における子どもの性被害に焦点を当てた場合、性的虐待としての対応とネグレクトとしての対応とでは対応上違いが生じることが想定され、子どもの安全を十分に守れない状況も起こりうると考えられます。したがってそのリスクを補うために、児童相談所の実務上、「家庭内性暴力被害」という用語とその概念の必要性が指摘されています。
　また、定義に関しては、性的虐待を「性の権利侵害」と捉える観点や、性被害を受けた子どもへのケアや治療の観点からは、加害者を家庭（家族）内に限定せずに広く捉える必要性も指摘されています。
　このように子どもの性的虐待の定義を巡ってはいくつかの論点があり、その関わる立場によりどの範囲で関わる（支援する）かの違いがありますが、ここでは主として児童相談所が対応する家庭内性的虐待（家庭内性暴力被害含む）について述べていきます。 
２．特別な視点を必要とする性的虐待－発見と対応

　性的虐待は他の虐待とは異なり、特別な視点を必要とする虐待です。
　性的虐待の発見は、子どもの開示（告白）によることが多いのですが、性被害であるゆえに子ども自らが告白しにくく発見が難しい虐待です。（特に男の子が被害者の場合は難しいと考えられています）。また一旦開示したとしても、開示後の家族の反応や子ども自身を取り巻く環境の急激な変化などから、子どもの気持ちは大きく揺れ、話したことを撤回することもあります。また性的虐待は身体的所見が少ないため、被害の事実確認においては法的な立証可能性・客観性のある調査や詳細な身体診察が行われないと被害事実の立証が困難な虐待です。
　子どもが最初に告白する相手は養護教諭や担任等の学校の教員が多いことや、また児童福祉施設では職員が子どもの兆候（性的虐待を疑わせる言動）に気づいて子どもに尋ね明らかになることが多いことなどが先行研究から明らかになっています。したがって、保育所・幼稚園・学校や、児童福祉施設等で最初に子どもが開示した時に子どもの話を聴く技術や、児童相談所での子どもへの面接（調査面接や、Forensic interview に順ずる 被害確認面接）の技術が重要になり、現在、実務レベルで使用できるようなガイドライン作成や実務研修が進められています。しかし、性的虐待を受けた子どもの身体医学的な診察を行える医療機関はまだ少なく、その整備も急がれています。
　また、性的虐待の家族対応についても特別な視点が必要になりますので、そのことについて背景と家族関係という視点から他の虐待との違いを考えてみます。身体的虐待・ネグレクト・心理的虐待は、「“親子関係＝家族”が形成されていく際に複数の要因が重なって生じる問題」と考えることができますが、しかし性的虐待の生じる背景は、「加害者（虐待者）が子どもを性的に虐待しようとする何らかの動機付けをもち、この動機付けに基づいて行動することを禁止する加害者の内的抑止力の低下や、外的（環境的）抑止力の低下にある」と考えられており、他の3タイプと異なることがわかります。
　加害者への対応・指導は児童相談所を中心に行われていますが、虐待を認めないことが多いことや、上記のような性的虐待の起こる背景を考えると、子どもの安全を守りケアを提供できるリソースとして、虐待をしていない保護者（非加害親）や家族の存在が非常に重要になります。したがって性的虐待の初期から中長期にわたる家族マネジメントは、非加害親を中心に行われることになります。
　これらのことから、家庭内性的虐待の家族再統合については、加害者がパートナーの場合は、非加害親にとってパートナーや家族との決別・分離が重要な課題になるため難しいと考えられています。（性的虐待の中には、子どもの安全やケアの観点から、その加害者を含む家族との修復が考えられない事例もあります。） 
３．子どもと家族への支援

　子どものケアには非加害親が子どもを信じて守れることが非常に重要で、予後にも影響すると指摘されています。児童相談所による初期対応の時点は、子どもも家族も非常に混乱していますので、その時点からの子どもと家族への心理的ケアが必要です。現在では、非加害親支援の視点を入れた取り組みの重要性が認識され、取り組むところがでてきました。
　子ども自身へのケアは、施設に入所した子どもに対しては、情緒障害児短期治療施設や先進的な児童養護施設や児童自立支援施設では性被害に視点をおいたケアや治療教育が取り組まれてきていますが、多くの施設においてはその視点での取り組みが始まった時点といえます。一方、在宅の子どもへの児童相談所の関わりは、ほとんどの場合、初期対応後には終了となりますが、子どもに精神的な治療を必要とする何らかの状態が見られた場合は、在宅でも施設入所中でも児童精神科医療機関との連携が必要となります。
　このように性的虐待や性暴力被害を受けた子どもや家族への治療は、精神科医療機関を中心に取り組まれてきており、最近の子どもへの治療の動向としては、トラウマ性の問題に対する認知行動療法の有効性が欧米で指摘され、日本においても取り組む動きが見られます。
　しかし、ケアや治療体制はまだ十分整備されているとはいえず、ケアや治療が十分行われるためには治療機関や支援・治療ネットワークの充実など、体制整備の必要性が指摘されています。
　さらに、ここではほとんどふれることはできていませんが、対応やケア体制全体と関連して、子どもの安全を守るための司法介入などの法整備の必要性も指摘されており、日本における性的虐待への取り組みは、スタートラインから少し進んできているところといえるでしょう。これからは予防や啓発も含めて、さらなる充実が必要です。

http://www.aiiku.or.jp/aiiku/jigyo/contents/kaisetsu/ks1011/ks1011.htm
＊警察庁

・犯罪統計資料（平成22年1月～11月）（12月17日）
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji35/hanzai.htm
・少年からのシグナル（12月20日）

http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen40/signal2010.pdf
＊ＷＡＭ　ＮＥＴ　

・第10回社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会資料（平成22年12月7日開催）（12月8日公開）
社会的養護の在り方の見直しに関する当面の検討課題について、社会的養護に係る児童福祉施設最低基準の現状について、子ども、子育て新システムの検討状況について等を議題とした会議の資料。http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/FD78547EA7AF733F492577F30021B3AE?OpenDocument
・第7回社会保障審議会児童虐待防止のための親権の在り方に関する専門委員会資料（平成22年12月7日開催）（12月9日公開）
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/119A2D8EC06C2BB5492577F3001FB505?OpenDocument
＊読売新聞

－さしのべられた手－

・児童福祉施設　実習体験（上）（12月3日）
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shizuoka/feature/shizuoka1291297943727_02/news/20101202-OYT8T01210.htm
・児童福祉施設　実習体験（中）（12月4日）

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shizuoka/feature/shizuoka1291297943727_02/news/20101203-OYT8T01063.htm
・児童福祉施設　実習体験（下）（12月5日）
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shizuoka/feature/shizuoka1291297943727_02/news/20101203-OYT8T01063.htm
・育てた「わが子」20人超（12月9日）
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shizuoka/feature/shizuoka1291297943727_02/news/20101208-OYT8T01087.htm
・番外編（12月11日）
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shizuoka/feature/shizuoka1291297943727_02/news/20101208-OYT8T01087.htm
・一時保護難しい説得（12月8日）
児童相談所
静岡市児童相談所にある一時保護所。子供たちは清潔な空間で職員たちに見守られて生活している 

　児童虐待が増えるに従って、虐待についての相談や通報を受け付ける児童相談所の職員の負担も増大している。

　2004年4月に開所した静岡市児童相談所（静岡市葵区堤町）が受け付けた児童虐待に関する相談は、08年度は185件だったが、09年度は291件と約57％増えた。全国の児童相談所の中で見ると、伸び率約50％は大阪市の児童相談所に次いで２位の高さだ。10年度も９月末現在で200件に上り、前年度を上回るペースで増加しているという。

　静岡市児童相談所の久保坂篤所長は「児童相談所自らが、虐待についての啓発活動を続けてきた結果が表れてきた。虐待への社会的な関心も高まっている」と話すが、一方で「最近は（一時保護などの）強権的な機能に社会の期待が高まっているようにも感じる」とも語り、児童相談所の機能や役割に対する社会のイメージや期待が変化しているとの見方を示す。
　同相談所に08年度に寄せられた1201件の相談のうち最も多いのは、知的障害を持つ子供を抱える保護者からの育て方を巡るもので、全体の約58％を占める701件。児童虐待を巡る相談は185件で、全体の約15％。割合としてはそれほど大きくはない。

　しかし、児童虐待についての相談・通報の電話は昼夜を問わず、土・日曜日も関係なくかかってくる。子供の命にかかわり、緊急性が非常に高い。関係機関や近隣住民からの通報があれば、職員らはその家庭を訪れ、子供が安全かどうかを確認しなければならない。同相談所の職員は57人（11月25日現在）。これですべての相談に対応しているが、ベテランの男性職員は「職員は不足している。職員のメンタル面のストレスは非常に大きい」と話す。

　一時保護の必要性があるケースでは、親から子供を離さなければならないが、素直に応じる親ばかりではない。基本的には（一時保護に応じるよう）説得するしかなく、その際も「子供が虐待されているから」とは言えない。一時保護の後に、「子供を返せ」「なぜ連れて行った」などと苦情や抗議の電話をかけてきたり、直接相談所を訪れて職員に詰め寄ったりする親が少なくないという。

　さらに、保護した子供たちの生い立ち、境遇は様々。発達障害など個別に課題も抱えている。「保護されたばかりの子供は、自分１人ではトイレができないこともある。そうした基本的な生活の支援から始める」（久保坂所長）。開所以来、療養のため数人の職員が休暇を取るなど、虐待への対応で職員が感じるストレスは大きい。

　　　　　
　最近、児童相談所の仕事として虐待に関連した一時保護の措置がクローズアップされる傾向にある。だが、久保坂所長は「重要なのは、その後の家族との『再統合』」と強調する。一時保護に限らず、虐待などの問題が明らかになったケースについては、職員らによる保護者との面接、生活環境の調査や心理検査など様々な作業が待っている。そうしたプロセスを経て、最終的に子供が親元へ帰って行けるようにするのが職員たちの役目だ。

　しかし、男性職員の１人は「児童相談所で子供を親から一時保護した数週間後には、その親と今度は家族の再統合について話をしなければならない。作業は非常に難しい」と打ち明ける。一見すると逆の方向に向かう作業だが、どちらも子供にとっては欠かせない。双方に目配りしなければならない困難さと、職員は常に格闘している。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shizuoka/feature/shizuoka1291297943727_02/news/20101207-OYT8T00919.htm
－虐待　ゆれる現場－

・【上】孤立する親たち（12月4日）
通報急増、対応に難しさ

　内縁の妻の娘・リサ（当時2歳）（仮名）が椅子をガタガタと音を立てて揺らしていると、近隣住民が家にどなり込んできた。

　「うるさい！」

　妻は「ノイローゼになりそう」とつぶやき、精神的に不安定となり、過呼吸で倒れた。「おれが何とかしなきゃ」。男は焦りを募らせ、始めはリサを言葉で注意していたが、軽く頭をたたき始めた。

　「しつけ」は徐々にエスカレートした。ベルトをむちのようにしてリサの顔を何度もたたいたり、両足首を持って振り回したりした。あざで覆われた顔からは、肌色が消えた。妻は虐待を目の前で見ていたが、男に任せたまま、リサに対して何もしなくなっていた。

　男はその後、別件で通報され、虐待が発覚。リサに対する傷害罪などで今年9月、前橋地裁で懲役2年6月、保護観察付き執行猶予４年の有罪判決を受けた。男は公判で、自身が孤立していた状況を吐露した。「誰かに相談しようと考えつきすらしなかった」

　児童虐待は全国でも、今年上半期の摘発件数が過去最多だった。事件の背景に浮かぶのは「孤独」だ。
被虐待児の入所施設にあるサンドバッグ室。虐待の影響で自己の感情を制御できない子供がバッグをたたいて気持ちを落ち着かせる（みどり市で、10月21日）

　厚生労働省審議会の虐待死亡事例の分析結果では、2008年度に虐待で児童を死なせた家庭の67％が、「地域社会との接触がほとんどない」「乏しい」とされた。県子育て支援課の担当者は「自分の親とも近所とも付き合いがなくて孤立し、子育てに悩む人が増えている」と話す。

　「母親のどなり声と子供の泣き声がする」。今年夏、近隣からの通告で児童相談所（児相）の職員が自宅を訪れると、母親は「このままでは子供をたたいてしまいそうだった。来てもらって助かった」と安堵(あんど)の表情を浮かべた。職員がしかり方を指導し、保健師が支援を継続。虐待が深刻化するのを防ぐことができた。

　10月末時点で、県警への通報件数は80件で00年の15件から約5倍となった。近隣・知人から児相への通告も130件（前年同期比22件増）で過去最多となる見通しだ。今年7月、大阪市で2児が母親から放置されて死亡するなど、社会的に波紋を呼ぶ事件が多数発生し、「一般市民の虐待への意識が高まっている。早期発見に効果をあげている」（中央児相）と歓迎する。

　一方で、地域の人間関係の希薄化は対応の難しさを生む。

　「近所に言いふらしてまわったのか！」。9月、匿名の通告を受けて児相職員が一つ一つ、部屋を特定するために聞いて回り、ようやく該当する家庭にたどり着いたが、一方的にどなりつけられた。「子供が泣いていただけだったのに」と嘆き、母親が寝込んでしまったケースもある。

　中央児相の職員は「泣き声だけで通告が来ることも多い。どの家庭に児相職員が来てもおかしくない状況」と話すが、「異例で不名誉」という認識は一般市民には根強い。

　だが、50歳代の児相職員は、きっぱりと話す。「通報や通告が増えるのは良い流れだ。自分たちの能力が試されている」

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/gunma/feature/maebashi1291400672220_02/news/20101204-OYT8T00135.htm
・【中】権限強める児相　警察化職員にとまどいも（12月5日）
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/gunma/feature/maebashi1291400672220_02/news/20101205-OYT8T00264.htm
・【下】見えない傷　支える社会環境未成熟（12月7日）
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/gunma/feature/maebashi1291400672220_02/news/20101207-OYT8T00039.htm
・児童虐待、子供も保護者も支援困難・・・担当者調査（12月7日）

虐待を受けた子供をケアする児童相談所の児童福祉司や市区町村の虐待相談担当者の多くが、子供と保護者双方の支援に困難を感じていることが７日、総務省がまとめた意識調査でわかった。

　調査は8～9月、対応が難しいケースを扱う児童福祉司、軽微なケースの市区町村担当者のほか、小中学校、保育所、児童福祉施設の担当者ら8249人を対象に実施し、82％の6749人から回答を得た。同省が現場の「生の声」を大規模に集めたのは初めて。

　被虐待児の支援では、児童福祉司の91％、市区町村担当者の70％が「困難を感じた」と回答。最大の理由は「人員に余裕がなく、きめ細かなケアを行う時間がない」ことを挙げた。昨年度の全国の児童虐待相談件数は4万4211件で10年前の3･8倍に急増したが、福祉司は2428人で2倍増にとどまっている。

　虐待した保護者への支援でも、福祉司の97％、市区町村担当者の83％が「困難を感じた」と回答。親が自分の行為を虐待と認識しなかったり、子供の病気治療や進学などに同意しなかったりするケースの増加が主な原因に挙げられた。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101207-OYT1T00367.htm
・民生委員　担い手不足深刻（12月14日）

「見守り大変」負担増敬遠？
　援助を必要とする市民の相談に乗る民生委員の担い手不足が、県内自治体で目立ち始めた。今月1日、3年ぶりに一斉改選された結果、1462人の定数に対し、鳥取市など６市町村で計13人の欠員が生じ、記録の残る2001年以降では最多に。背景には増加する高齢者世帯や児童虐待への対応に加え、地域の人間関係が希薄になったことによる負担増が透けて見える。（野口英彦）

　民生委員の定数は、県が小学校区や旧町村を単位にした104区域ごとに世帯数などを考慮して決めている。改選時の欠員は01年が1人、04年が9人、前回の07年は5人だった。

　今回、３人の欠員が生じた江府町。町の担当者は前任者に紹介を受けるなどして候補者を探したが「高齢者が増えており、見守りが大変」「近所のトラブルにかかわりたくない」などの理由で断られたという。

　県の高齢化率は10月1日現在で26･3％に上昇。一人暮らしのお年寄りも増加する中、多くの自治体が同様の事情に悩む。新任の人の割合を示す改選率は35･6％で、前回の39･2％より3･6ポイント低下。平均年齢も04年度の62･5歳から63･8歳に上昇した。

　４期目に入った岩美町の大西将(すすむ)さん（74）は、月の半分ほどを高齢者宅の訪問などに充て、困りごとの相談にも応じている。

　相談内容は健康や家族関係の悩みなど幅広く、最近は振り込め詐欺や訪問販売に関する問い合わせも増えた。生活保護の手続きで役場に付き添うことや、児童虐待の通報を受けて児童相談所と対応を協議することもある。

　「仕事を持つ若い人には難しい役目だと思う。『おかげさまで助かった』という感謝の一言と義務感を支えに続けている」と打ち明ける。

　都市部ではマンションが増え、訪ねても応対してもらえないケースが増えたのも悩みの種という。５期目に入った倉吉市の鈴木茂さん（73）は「民生委員の制度自体を知らない若者世帯もある。暮らしや子育てに悩んだとき、速やかに福祉施策に橋渡しできないケースが増えるのが心配だ」と危機感を募らせる。「活動内容をもっとＰＲし、なり手の確保にもつなげていくことが急務だ」

　県によると、全区域で複数の定員を定めており、今回の欠員で民生委員が不在となる「空白地帯」は生じないという。県は今後、市町村の協力を得て欠員の随時補充を急ぐ方針だ。

　民生委員　特別職（非常勤）の地方公務員で、担当区域内の住民の暮らしや福祉ニーズを日常的に把握。高齢者や要保護者の相談に乗り、行政と連携して必要な支援につなげていく。児童委員も兼ね、児童虐待の防止などにもあたる。無給だが、活動費として年58,200円の手当を県が支給。任期は3年。地域で選ばれた候補者を市町村が県に示し、知事推薦を経て厚生労働相が委嘱する。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tottori/news/20101213-OYT8T00781.htm
・学校図書館の充実など要請・・・文科省（12月15日）
文部科学省は各都道府県教委に対し、先月成立した今年度補正予算の地域活性化交付金を活用し、学校図書館の充実や児童虐待防止策などに取り組むよう要請した。

　同交付金は総額3500億円。このうち1000億円は、「住民生活に光をそそぐ交付金」として、使い道が「知の地域づくり」「弱者対策・自立支援」などの分野に限定される。

　同省は、これらの分野に関連する学校図書館の増改築や蔵書購入、児童虐待・自殺防止のための電話相談、スクールカウンセラー配置などを進める好機と判断。自治体が各種施策を盛り込んだ実施計画を立て、国へ交付金の配分を申請するよう促すことにした。

　背景には自治体の財政難がある。たとえば、公立小中学校の図書購入予算は、2007年度以降、毎年約200億円が国から自治体に配分される地方交付税に計上されているが、実際に図書購入にあてられた予算は、07年度156億円、08年度157億円、09年度164億円と、約８割どまり。地方交付税の使い道は自治体に委ねられているため、地域経済対策を優先して公共事業に回すことなどが多いからだ。

　同省は「取り組みが遅れている学校図書の充実などを進めてほしい」と話している。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20101215-OYT8T00222.htm
＊毎日新聞

・児童虐待：施設入所児童「親権者より代行者優先」　進学などの判断で－－厚労省（12月7日）
　児童虐待への対応を巡り、厚生労働省は、児童福祉施設に入所中の子供について、状況に応じて実親の親権よりも施設長や児童相談所長の親権代行権を優先させる方針を固めた。実親の同意を得られず子供の治療が遅れたり、進学できないケースを防ぐことなどが目的。一時保護中や里親家庭の子供で親権者がいないケースも児童相談所長が親権代行する。厚労省は児童福祉法改正案を来年の通常国会に提出する方針。

　現行法では自治体が被虐待児らを施設に入所させる際、原則的には親の同意が必要。施設で暮らす間は施設長が親権を代行するが、実親の親権がどこまで優先するかは法的に明確でなく、本人や施設と親の意向が食い違うケースも少なくない。

　今回の見直しは、医療や教育面などで子供の福祉にかなう対応をしやすくする目的で、実親の同意がないため▽手術ができない▽予防接種が受けられない▽希望校に願書を出せない－－などのトラブルを防げる。銀行口座開設や携帯電話契約・解除なども親権代行者が判断しやすくなる。

　また現行法では、施設に一時保護中の子供については規定がなく、親権者のいない里親家庭の子供の親権代行者は「空白」になっている。こうしたケースは、児童相談所長が親権を代行することとする。

　法改正は法相諮問機関の法制審議会の親権制度見直しと連動させる。法制審では、親権を一時停止させる親権停止制度を導入する方向で民法改正案を検討している。

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20101207dde041040033000c.html
・児童虐待：治療など親権者より施設の代行者優先…厚労省（12月7日）
　児童虐待への対応を巡り、厚生労働省は、児童福祉施設に入所中の子供について、状況に応じて実親の親権よりも施設長や児童相談所長の親権代行権を優先させる方針を固めた。実親の同意を得られず子供の治療が遅れたり、進学できないケースを防ぐことなどが目的。一時保護中や里親家庭の子供で親権者がいないケースも児童相談所長が親権代行する。厚労省は児童福祉法改正案を来年の通常国会に提出する方針。

　現行法では自治体が被虐待児らを施設に入所させる際、原則的には親の同意が必要。施設で暮らす間は施設長が親権を代行するが、実親の親権がどこまで優先するかは法的に明確でなく、本人や施設と親の意向が食い違うケースも少なくない。

　今回の見直しは、医療や教育面などで子供の福祉にかなう対応をしやすくする目的で、実親の同意がないため▽手術ができない▽予防接種が受けられない▽希望校に願書を出せない－－などのトラブルを防げる。銀行口座開設や携帯電話契約・解除なども親権代行者が判断しやすくなる。

　また現行法では、施設に一時保護中の子供については規定がなく、親権者のいない里親家庭の子供の親権代行者は「空白」になっている。こうしたケースは、児童相談所長が親権を代行することとする。

　法改正は法相諮問機関の法制審議会の親権制度見直しと連動させる。法制審では、親権を一時停止させる親権停止制度を導入する方向で民法改正案を検討している。

http://mainichi.jp/select/today/news/20101207k0000e040076000c.html
・虐待：親権２年停止　「喪失」に加え新設－－法制審要綱案（12月16日）
　親による児童虐待から子供を守る親権の在り方を検討してきた法制審議会（法相の諮問機関）の親権制度部会は１５日、現行の親権喪失制度に加え、親権を最長２年間停止できる親権停止制度を導入することなどを柱とする答申の要綱案を決定した。法制審は来年２月に法相に答申する見通しで、法務省は来年の通常国会への民法改正案提出を目指す。

http://mainichi.jp/life/today/news/20101216ddm001010023000c.html
・児童虐待防止条例案：府議会も全会一致で可決　／大阪（12月16日）
　府議会は１５日、児童虐待を防止する府の責務などを定めた「府子どもを虐待から守る条例案」を全会一致で可決した。来年２月１日から施行する。

　相次ぐ児童虐待事件を受け、民主党・無所属ネットが各会派に呼びかけ、民主を含む５会派が共同提案した。条例では虐待を「子どもへの著しい人権侵害」と位置付け、府民として「子どもが健やかに成長できる社会の実現に取り組むべきだ」との基本理念を明示。知事には、虐待防止施策や市町村の施策の実施状況についての報告書作成義務を定めたほか、児童相談所長に通告を受けてから４８時間以内の安全確認を求めた。

http://mainichi.jp/area/osaka/news/20101216ddlk27010398000c.html
・虐待：親権停止・法制審要綱案　柔軟対応に期待　親への指導が課題（12月16日）
　児童虐待から子どもを守るため一時的に親権を取り上げる「親権停止」を柱とする法制審議会の答申要綱案が１５日、決まった。虐待を繰り返す親の親権を喪失させれば回復は難しく、現場で「１００かゼロか」の選択を迫られていた行政職員からは「使いやすい制度」と期待する声が上がる。一方で、親権の停止中に親をどう改善させられるかも課題として浮かび上がっている。【平野光芳】

　西日本の児童相談所（児相）で勤務経験がある男性は「児相との面談で強硬に出てくる親に対し、『親権を停止することもできるんですよ』と言えれば反省を促す有効なカードになる」と歓迎する。

　男性は過去に性的虐待を受けた子どもの親権喪失手続きに携わったこともある。「親権を残しておけば、施設から出た後に再度、被害を受ける可能性がある」と考えて書類を用意したが、家庭裁判所も非常に慎重で、手続きには数カ月かかったという。「公的な手続きをする場合、親の同意が必要なこともあるが、親権を停止させれば、（強硬な）親の同意なしにスムーズに手続きできる」と話した。

　別の児相職員も「まず親権停止で親の様子を見極めた上で、深刻なケースは喪失の手続きに移る、といった柔軟な対応ができるようになる」と歓迎した。

　一方、「法律は変わっても、親を指導する行政の仕組みが依然として貧弱」と指摘するのは、元大阪市中央児童相談所所長の津崎哲郎・花園大教授。「日本では、児相は虐待された子どもを親から離して保護する一方、その後の親の改善指導も担当しており、両立がなかなかうまくいかない。２年間の親権停止中に親を改善させられなければ、制度が生きない」としたうえで「諸外国に比べても、家族改善への具体策は煮詰まっていない。（法制度だけでなく）行政の仕組みをどう進化させるかを考える時期だ」と話した。

　また、西澤哲・山梨県立大教授（臨床福祉学）は「従来から保守的な傾向が強い家族法が、これほど早急に改正されることは画期的で、評価できる。それだけ深刻な虐待の現実が、後押ししたとも言える。ただすべての暴力を禁止するのが世界の流れで、（要綱案で『子の利益のため』との要件を追加して残された）親の懲戒権は廃止すべきだ」と話した。

http://mainichi.jp/kansai/news/20101216ddn041010023000c.html
・都青少年健全育成条例改正案：成立　性的描写の漫画規制　付帯で「慎重運用」（12月16日）
　過激な性的描写がある漫画の販売規制を強化する東京都青少年健全育成条例の改正案は、15日の都議会本会議で、民主、自民、公明３会派の賛成多数により可決、成立した。「作者が表現した芸術性、社会性などを酌み取り、慎重な運用を」との付帯決議で都に配慮を求めた。共産と生活者ネットワークの両会派は反対した。漫画家や出版業界は「表現の自由を侵害する」と反発を強めており、議論は続きそうだ。

　改正条例は、業界に求める自主規制は来年4月1日から、18歳未満への販売を禁止する不健全図書指定は同7月1日以降の発行分から適用される。従来は、性交シーンや性器を露骨に描き、強い性的興奮を与える漫画が、成人マーク（18歳以上対象）や不健全指定の対象だった。

　改正により、強姦（ごうかん）など刑罰法規に触れる性的な行為を「不当に賛美または誇張」した漫画が追加される。

　石原慎太郎知事は本会議終了後、報道陣に「日本人の良識だ。子供にあんなものを見せられるのか」と述べ、規制強化の必要性を強調した。

http://mainichi.jp/select/seiji/news/20101216ddm001010031000c.html
・都青少年健全育成条例改正案：成立　漫画、アニメの販売どう変わる？（12月16日）
　東京都の青少年健全育成条例が改正され、漫画やアニメの販売規制はどう変わるのか。都の議会答弁や担当者の話からまとめた。【真野森作】

　Ｑ　出版社が新たに成人マーク（１８歳以上対象）を付ける努力義務を課せられるのは、どんな漫画か？

　Ａ　刑罰法規に触れる性的行為の中でも特に反社会性が強い強姦（ごうかん）、児童買春や、民法で婚姻が禁止されている近親者間の性交などを、極めて当然なことのように描いたり、全編のほぼ全てをこうしたシーンの描写に費やしたもの。出版社は「成人マーク」を付け、書店はビニールなどで包装して成人コーナーで販売するよう努めなくてはならない。都は、マークを付けずに一般書棚で販売されているものを見つけると、不健全指定の検討対象とする。

　Ｑ　不健全図書は誰がどう指定する？

　Ａ　都の諮問機関「青少年健全育成審議会」が判断し、都が指定する。審議会は出版業界代表や都職員など計２０人。各団体からの推薦などで選ぶ。

　Ｑ　不健全指定の漫画はどうなる？

　Ａ　改正前と同様に、書店はビニールなどで包装した上、成人コーナーでなら１８歳以上に販売できる。従わず、警告も無視すると３０万円以下の罰金。これまでに適用例はない。

　Ｑ　「源氏物語」「ギリシャ神話」など古典文学を題材にしたり、同性愛を描いた漫画は対象になる？

　Ａ　基準を超える性的な描写があるかで判断される。

　Ｑ　性的被害からの立ち直りがテーマの漫画は？

　Ａ　基本的には対象外だが、強姦などのシーンが全編のほぼ全てを占めていれば対象となりえる。

http://mainichi.jp/select/seiji/news/20101216ddm012010150000c.html
・社説：親権停止　現場も変えなければ（12月22日）
　どうしてもっと早く親から子を引き離さなかったのか。悲惨な虐待死が起きるとそのような批判が必ず起きる。ただ、児童相談所などの現場職員にとっては、親権者の意思に反して子を保護したり、子を取り返そうとする親にどう対抗できるかは悩みの種でもある。子どもがけがや病気をしたときの治療や手術、療育手帳の取得、学校の入退学の際にも親権が厚い壁となる。

　親権を喪失させることもできるが、虐待対策の最終目標は親子関係の再構築だと言われればためらう気持ちもわかる。実際、年間１０件程度しか親権喪失の実績はない。

　児童虐待防止策を検討していた法制審議会の専門部会は、虐待する親の親権を最長２年間停止できるとの要綱案をまとめた。（１）未成年後見人については複数後見や法人後見も認める（２）懲戒権に条件をつける、などの内容も盛り込まれている。来年の通常国会に民法など関連法案の改正案を提出する予定だ。

　要綱案では親権喪失を「虐待または悪意の遺棄」「子の利益を著しく害する」場合に限定した。一方、親権停止は「子の利益を害するとき」として広くとらえ、柔軟に適用できるようにした。現在は親権制限を申し立てられるのは親族、検察官、児童相談所の所長だけだが、性的虐待の被害児などが迅速に救済されるよう子ども本人にも認める。

　親権制限を柔軟に運用できるようにするのは重要だ。しかし、法律や制度を変えても、児童相談所の現場が変わらなければ十分な効果は期待できない。増加する一方の相談に対して職員不足のために深刻な相談に手が回らないのが現状だ。親権制限の是非を判断する家庭裁判所も人員不足で、現在でも十分に関与できていないと批判される。親権を停止されている間、親に代わって子の養育を担うのは児童養護施設などだが、劣悪な住環境や職員の配置基準の低さは以前から問題になっている。職員からの虐待が問題になったこともある。

　親や家族の機能は弱まってきている現状を見れば、子の養育をめぐる権利や義務が親に独占されている現状を「社会」へと少し移すことの意味は大きい。親権の一時停止は虐待対策に画期的な転機をもたらす可能性もある。そのためには、親権を停止された親へのカウンセリングや指導についても家庭裁判所が関与するなどして実効性を高める必要がある。また、修復が難しいケースが多い現実を直視し、里親やファミリーホームなど子育ての代替機能を充実させなければならない。子の利益を最優先するためには未成年後見人の拡充が必要なのは言うまでもない。

http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/archive/news/20101222ddm005070005000c.html
・児童虐待：データで判別　けがの部位など入力→事故の確率表示　産総研など開発
（12月27日）

　◇実用化を目指す

　虐待による子どものけがを見過ごし、虐待が繰り返されて重傷化したり、最悪の場合は死亡する事態を防ごうと、事故と虐待のけがを判別するシステムを産業技術総合研究所などが２６日までに開発した。実用化に向け、精度向上を進めている。

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101227ddm002040100000c.html
＊産経新聞
・「親権の壁」に風穴、残された「懲戒権」　虐待対応、民法改正でこう変わる（12月15日）
児童虐待を受けた子供たちへ対応する福祉現場を悩ませてきた「親権の壁」に風穴が開くことになった。法制審議会の部会が親権の一時停止制度の新設を柱とする要綱案を示した１５日、児童養護施設の職員らは「対応しやすくなる」と歓迎した。一方で、１１２年前から存在し虐待を正当化する口実として使われてきた親の子供への「懲戒権」規定の削除は見送られた。
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　虐待を受けた子供が多く暮らす東京都内の児童養護施設。プールや海など海水浴シーズンを控えた夏場、鼓膜の奥に液体がたまる「滲出性中耳炎」の男児がいた。仲間と一緒に行きたがる男児のために施設長は手術を受けさせることを考えたが、病院は「親権者の同意が必要です」。

　ところが、虐待したため離れて暮らす親は「手術で麻酔なんてとんでもない」と拒否した。男性職員（42）は「保険適用もある簡単な手術なのにプールにも連れて行けなかった。また知的障害がある子供が授業についていけずパニックになっても、親の同意がなければ特別支援学校へ転校できず教育の機会が奪われている。施設で暮らす間など一時的に親権を停止する制度ができれば、こうした親の妨げが解消される」と話す。

　要綱案を示した「児童虐待防止関連親権制度部会」の幹事の一人、磯谷文明弁護士（４３）は「虐待された子供の多くは精神的な問題を抱えているが、施設長が病院の精神科へ医療保護入院させたくても親が拒否する問題もあった。新制度で親権の壁へのハードルが低くなり、子供の利益につながる」と期待する。

今回の制度見直しは、虐待の発見・通報から児童相談所による介入、親と引き離した子供を児童養護施設や里親家庭で育てるという一連の虐待対応のうち、主に介入後の手続きをスムーズにするものだ。一方で、検討課題だった明治31（1898）年の民法施行から存続する８２２条の懲戒権の削除は「しつけができなくなる」と誤解されかねないなどとして見送られ、懲戒権を含む親権の効力に「子の利益のために」と明示することで決着した。

　都内の別の児童養護施設の男性施設長（58）は「一歩前進だが、現状でも虐待する親は『子供のために』と言って虐待している。どこまで歯止めになるのか」。磯谷さんは「重要な一歩を踏み出した意味で評価できるが、議論を続ける必要がある」と話す。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101215/trl1012152011007-n1.htm
・17年連続で精神疾患の休職が増加　　過去最高を更新　文科省調査（12月24日）

http://sankei.jp.msn.com/life/education/101224/edc1012241814003-n1.htm
平成21年度中に精神疾患を理由に休職した公立学校の教職員が、過去最多の5458人となったことが文部科学省の調査で分かった。前年度から58人増えており、増加は17年連続。病気休職全体に占める割合も63･3％で過去最高となった。

　文部科学省は「生徒指導も複雑になっているうえ、学校に対する保護者の要望も多様化しており、教職員の負担が大きくなっていることが精神疾患増加の一因」と分析している。

　文科省は全国の公立小中学校、高校などの教職員約92万人を対象に、21年度中の病気休職や懲戒処分の状況を調査した。

　精神疾患を理由とする休職者は4年度以降、増え続けており、同年度の人数（1111人）と比較すると5倍近くになっている。年代別では50代以上が多く38･8％を占め、次いで４0代が35･3％、30代が19･2％、20代が6･7％だった。

　ほかの病気も含めた病気休職者全体も、前年度比49人増の8627人で過去最高を更新した。

　このほか、文科省の調査で、21年度に不祥事で懲戒処分を受けた教職員は943人で前年度より116人減ったことも分かった。

　このうち体罰による処分が10人増えて150人。ほかには交通事故が378人、わいせつ行為が138人、公費の不正受給などが25人、国旗掲揚や国歌斉唱をめぐる問題行動が24人などだったが、いずれも前年度よりも減少した。

http://sankei.jp.msn.com/life/education/101224/edc1012241814003-n1.htm
＊朝日新聞
・児童福祉司の９割「業務に負担感」　人手不足を背景に（12月7日）
児童虐待に対応する児童相談所（児相）の児童福祉司のうち、9割以上が業務に負担を感じていることが７日、総務省の意識調査で分かった。一方で、小中学校の3割が児相の対応について「不十分」と感じている。児相の人手不足を背景に、児童虐待への支援が行き届かない状況が浮き彫りになった。 
　児童虐待問題について、国が全国規模で横断的な意識調査をするのは初めて。8月から9月にかけて実施し、児相や小中学校、保育所、市区町村などで虐待の対応にかかわる6749人が回答した。 

　児童虐待の対応業務の負担について、児童福祉司の58％が「非常に大きい」、36％が「大きい」とし、計94％に上った。理由を複数回答で尋ねると、「指導に従わない保護者の対応に苦慮」（62％）、「受け持つ件数が多すぎる」（53％）などが挙がった。 

　施設入所や継続的な助けが必要な児童の支援も91％が「困難」だと感じ、最も多い理由（複数回答）は「人員配置に余裕がなく、児童に対してきめ細かなケアを行う時間がない」（88％）だった。 

　児相に寄せられる虐待の相談件数はこの10年で約4倍になっているが、児童福祉司が不足し、対応は追いついていない。政府は国費で児相職員を臨時採用できるよう今年度補正予算で措置したが、体制の強化が急務となっている。 

　一方、日常子どもに接している小中学校で児童虐待にかかわる教職員に、通報時やその後の児相と市区町村の対応を尋ねたところ、32％が「不十分」と答え、「十分」の24％を上回った。保育所の担当者は「十分」が31％、「不十分」が26％だった。 

　不十分だと感じた理由（複数回答）は、小中学校の52％と保育所の49％が「保護者にかかわる際の協力や支援が不十分」。また、「通報後の見守りを任せきりにされたと感じた」のは、小中学校は43％で、保育所は55％。調査では、通報する側の不満も浮かび上がった。

http://www.asahi.com/edu/news/TKY201012070143.html
・３割超が「対応不十分」＝虐待通告で教職員ら回答―総務省調査（12月7日）
総務省は7日、児童虐待の防止に関し、自治体や学校などの現場担当者に実施した意識調査の結果を公表した。児童相談所や市区町村などに虐待を通告した際の対応については、小中学校の教職員らで「不十分」「どちらかといえば不十分」と回答した人が32.3％に上り、「十分」「どちらかといえば十分」とした24.4％を上回った。 
　調査は8～9月に実施。児童相談所、市区町村、小中学校、児童福祉施設などの担当者8249人に調査票を郵送し、6749人から回答を得た。総務省は別途実施した実地調査なども踏まえ、来夏までに厚生労働省などに改善を勧告する。

http://www.asahi.com/politics/jiji/JJT201012070045.html
・親権停止制答申へ＝期間２年、家裁判断で延長も―児童虐待の深刻化受け・法制審（12月15日）
http://www.asahi.com/national/jiji/JJT201012150078.html
・虐待する親に２年間親権停止　法制審部会が民法改正案（12月15日）
虐待する親の親権を最長２年間「停止」できるようにする児童虐待防止策の要綱案が１５日、法相の諮問機関「法制審議会」の専門部会で決まった。虐待問題に取り組む児童相談所（児相）などの現場からは、子どもを親から引き離しやすくする制度を求める声が強い。このため民法を改正し、親の介入を排除できる環境作りを支援することにした。 
　この日決定したのは「児童虐待防止のための親権制度見直し要綱案」。法制審の児童虐待防止関連親権制度部会がとりまとめた。法制審は来年２月、法相に正式に答申する見通し。政府は、通常国会に民法など関連法案の改正案を提出する予定だ。 

　現在の民法には、親権を奪う「喪失」の制度があるが、期限の定めがないため、親子関係を完全に断ち切ってしまうことにつながる。戸籍に喪失記録が残ることもあり、児相など現場が申し立てをためらうケースが多い。喪失の宣告は年間２０件程度にとどまり、虐待防止の有効な手だてになっていないとも指摘されてきた。このため、今回新たに一時的に親権を「停止」する規定を加える。期限は上限２年間とした。 

　家庭裁判所が親権を制限するための条件も明確にする。喪失は「虐待または悪意の遺棄」や「子の利益を著しく害する」ときに限定。停止は「子の利益を害するとき」として、ハードルを低くする。 

　子の親族、検察官、児相の所長だけが親権制限を申し立てることができるという規定も変えて、虐待を受ける子ども本人が申し立てられるようにする。 

http://www.asahi.com/edu/news/TKY201012150490.html
・35人学級、11年春から小1のみで　小2は実施見送り（12月17日）
http://www.asahi.com/edu/news/TKY201012170510.html
・教職員5458人、心の病で休職＝17年連続増、過去最多―文科省（12月24日）

　2009年度にうつ病などの精神疾患で休職した全国の公立学校の教職員は、前年度より５8人増えて5458人となり、過去最多を更新したことが24日、文部科学省の調査で分かった。 
　病気休職は8627人で、精神疾患によるものが63％を占めた。精神疾患での休職は1992年度は1111人だったが、その後17年連続で増え、09年度は教職員全体の0.6％に達した。 

　5458人を年代別に見ると、40代35％、50代以上39％とベテランが目立った。 

　文科省は、多忙な職務や保護者からの要望多様化、生徒指導の複雑化、職場の人間関係のトラブルなどが要因と分析している。

http://www.asahi.com/national/jiji/JJT201012240077.html
・学校裏サイト、対策に苦慮（12月27日）
http://mytown.asahi.com/hokkaido/news.php?k_id=01000001012270008
